
（不動産所得編）

平成30年1月21日（日）

14:00～15:45

横浜中青色申告会

（ご案内）税理士 飯田 真之

自営業（個人事業者） 決算説明会

はじめて決算書を作成される方



本日の配布資料の確認

１ 平成29年分 確定申告書記載例（国税庁）

２ 青色申告決算書（不動産所得用）

３ 帳簿の記載のしかた（不動産所得用）（税務署）

４ 平成29年分 青色申告決算書（不動産所得用）の書き方（税務署）



平成29年分の確定申告書の留意点（平成28年～）

マイナンバーの記載について



29年申告の留意点 確定申告書へのマイナンバーの記載①
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確定申告書には、

マイナンバー（12桁）の記載

+

本人確認書類の提示
又は写しの添付

が必要となります。

申告書にはマイナンバー（個人番号）を
記載する欄を設けており、
申告者本人・控除対象配偶者・
扶養親族及び事業専従者
などのマイナンバーの記載が必要です。

申告者本人の確認書類の提示又は写しの
提示が必要となります。
※控除対象配偶者・扶養親族及び事業専
従者などの本人確認は不要です。



29年申告の留意点 確定申告書へのマイナンバーの記載➁
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マイナンバーの記載箇所（申告書Ｂ様式・第一表）

本人のマイナンバー



29年申告の留意点 確定申告書へのマイナンバーの記載③
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マイナンバーの記載箇所（申告書Ｂ様式・第ニ表）

配偶者のマイナンバー

扶養親族のマイナンバー

事業専従者のマイナンバー

16未満の扶養親族の
マイナンバー

申告書Ａ様式にも
本人・配偶者・扶養親族の
マイナンバーの記載欄あり！



29年申告の留意点 確定申告書へのマイナンバーの記載④
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添付用台紙本人確認書類の添付

申告書に添付が必要な本人確認（写し）は、
本人のみ

本人確認書類の例

例１ マイナンバーカード（両面の写し）

例２ 通知カード+免許証・保険証

電子申告の場合には提出不要です！



自営業（個人事業者）決算説明会

はじめて決算書を作成される方

（不動産所得編）



自営業者（個人事業者）決算説明会（不動産所得編） 目次
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はじめに １．はじめに～「取引」から「決算書」「申告書」の作成まで

２．決算書（所得の計算）と申告書（税金の計算）

３．不動産所得の収入金額・必要経費などの勘定科目

青色申告 ４．青色申告・青色決算書とは？

５．青色申告を行いたいときは？

６．求められる「記帳の水準」は？

７．不動産所得の「65万円控除」

８．帳簿の記載例（伝票会計・複式簿記）

【参考】簡易帳簿・白色申告者

青色決算書 ９．青色申告決算書（不動産用）の構成

10．青色申告決算書（不動産用）１頁目

収益計上

・必要経費

11．青色申告決算書（不動産用）２頁目

12．不動産所得の収入計上時期

13．必要経費（減価償却費・修繕費以外）

14．土地の負債利子の計算（損益通算の例外）

15．未収家賃が回収不能となった場合①

16．未収家賃が回収不能となった場合②

減価償却 17．青色申告決算書（不動産用）３頁目

18．減価償却費とは？

19．減価償却費の計算

20．減価償却資産の法定耐用年数（耐用年数表）

21．減価償却資産の償却率表

修繕費 22．修繕費と資本的支出の違い

23．修繕費と資本的支出の判断基準（フローチャート）

24．修繕費のFAQ

貸借対照表 25．青色申告決算書（不動産用）４頁目



１．はじめに～「取引」から「決算書」「申告書」の作成まで
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記 帳
（日々の処理）

書類保存

決算書
（所得の計算）

決算整理
(1年のまとめ)

決算書
（所得の計算）

青色決算書（不動産用）…全部で４頁構成
（1頁目）損益計算書

収入金額と必要経費
┗（2頁目）収入の内訳 ほか
┗（3頁目）減価償却の明細 ほか

（4頁目）貸借対照表
資産と負債

決算整理
(1年のまとめ)

申告書
（税金の計算）

H30.3.15まで

取

引

H29.1.1
～H29.12.31



２．決算書（所得の計算）と申告書（税金の計算）

（課税ベース）

所得金額 × 税率 ＝ 所得税額

△税額控除△所得控除

人的控除物的控除

⑧配偶者控除
⑨配偶者特別控除
⑩扶養控除
⑪障害者控除
⑫寡婦(寡婦)控除
⑬勤労学生控除
⑭基礎控除

①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④生命保険料控除
⑤地震保険料控除
⑥小規模企業共済
等掛金控除

⑦寄附金控除

①配当控除
②外国税額控除
③政党等寄付金
特別控除

④認定ＮＰＯ法人等
寄附金特別控除

⑤公益社団法人等
寄附金特別控除

⑥住宅借入金等
特別控除

など

５％～45％の
7段階に区分
（累進税率）

収入金額－必要経費＝所得金額
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所得の種類(10種類)

①利子所得

②配当所得

③不動産所得

④事業所得

⑤山林所得

⑥給与所得

⑦退職所得

⑧譲渡所得

⑨一時所得

⑩雑所得

所得控除(14種類)

税額控除等

決

申

2018/１/21



３．不動産所得の収入金額・必要経費などの勘定科目
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収入金額 必要経費 資産 負債

・賃貸料
・礼金
・権利金
・更新料
・返還が不要と
なった敷金

・雑収入
（電柱使用料）
（自動販売機）

・租税公課
・損害保険料
・修繕費
・減価償却費
・借入金利子
・地代家賃
・給与賃金
・支払手数料
（管理費・振込手
数料など）
・消耗品費
・貸倒金
・その他の経費

・現金
・預金
・未収家賃
・前払費用
・建物
・土地

・未払金
・借入金
・預り敷金

その他（資本）

・元入金（＋）
・事業主貸（－）
・事業主借（＋）

損益計算書

（不動産所得の計算）

貸借対照表

（財産の状況を示す書類）

決 決

2018/１/21

①預金から引き出した生活費（引出金・家事費）
②他の所得のもの（利子・配当・譲渡）③所得控
除で用いるもの（生命保険他）
④必要経費とならないもの（P23参照）



４．青色申告・青色決算書とは？
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所得税→ 納税者が自ら税法に従って所得金額と税額の計算を行い納税

（申告納税制度）(暦年課税)

1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには？

①収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳する必要がある

②取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要がある

青色申告制度（事業所得・不動産所得・山林所得）
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人が
所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度

特典１ 青色申告特別控除 最高65万円（又は最高10万円）の控除！

特典２ 純損失の繰越控除 赤字（損失額）を３年間繰越できる！

特典３ 青色事業専従者給与・貸倒引当金・特別償却その他

2018/１/21


